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これまでの取組と「改革推進プラン」について 

 

 

平成 17 年 8 月の合併により誕生した当市では、平成 17 年 3 月に総務省から示さ

れた「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」を踏まえ、平成 18

年度に新市としての「神栖市行政改革大綱」を策定し、その具体的な取組を示した「神

栖市集中改革プラン」により、平成 18 年度から平成 21 年度までの 4 年度間、行政

改革に取り組んできました。その第 1 次とも言える改革プランでは、合併に伴う各業

務の統一や行政評価、人事評価、公会計等を含む制度の見直しをはじめ、施設の統廃合、

指定管理者制度の導入、外郭団体等の統合や見直し、市民協働の推進、まちづくり特例

市制度による権限移譲の受入れ、総合窓口や新公共交通体制等の新システムの導入、一

般競争入札の推進、収納率の向上などを実施し、特に職員の定員管理の適正化では、平

成 17年 4 月現在 777名から平成 22年 4 月現在には 665 名へと 112名（△14.4％）

の削減が図られるなど、プラン全体の財政効果額の累計総額は、およそ 80 億円となり

ました。 

しかしながら、景気の低迷が続く中、行政を取り巻く様々な環境の変化への対応や地

域主権の推進、そして更なる市民サービスの向上のためには、引き続き改革に取り組む

必要があります。よって市では、平成 22 年度からの 5 年間を対象期間として「第 2

次行財政改革推進大綱」を策定し、行財政改革を推進していきます。 

この「改革推進プラン」は、その第 2 次大綱の具体的な内容を明示した実施計画と

しての役割をもつものです。ここに掲げられた取組を実施するため、可能な部分につい

ては目標を数値化し、市民にも分かりやすい指標を用いるなどして、着実に取り組んで

いきます。 

なお、プランは毎年度評価し、推進状況を行財政改革推進委員会へ報告して提言を受

け、必要に応じて追加や修正をおこないます。また、それらの状況や成果については市

の広報紙やホームページ等で公表していきます。 

 



2 
 

 

 



3 
 

 

 



4 
 

 

 



5 
 

 
 



6 
 

 
 



7 
 

 



8 
 

 

 



9 
 

 

 



10 
 

 

 



11 
 

 

 


